
７ 農 産 第 3 6 9 5 号 

令 和 ７ 年 12月 12日 

食料・農業・農村政策審議会会長 殿 

農林水産大臣 鈴木 憲和 

諮  問 

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平

成18年法律第88号)第３条第４項の数量単価の改定について、同条第７項の

規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 
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